
　

日
本
の
社
会
保
障
制
度
は
、
年
金
保
険
・
医
療
保
険
・
介
護
保
険
・
雇
用
保

険
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
険
方
式
を
基
本
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

社
会
保
険
制
度
の
支
え
手
で
あ
る
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
強
化
や
雇
用
不
安

を
助
長
す
る
よ
う
な
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
。
現
在
、
厚
生
労
働
省
の
検
討
会

に
お
い
て
「
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
」
の
導
入
の
議
論
が
進
め
ら
れ
、
制
度
の

導
入
に
よ
っ
て
雇
用
の
安
定
を
損
な
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
国
会
で
は
、
労
働
基
準
法
改
正
法
案
が
継
続
審
議
と
な
っ
て
お
り
、

「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
」
の
創
設
な
ど
問
題
の
あ
る
内
容
を
含
ん

で
い
る
。
労
働
者
の
働
き
方
や
生
活
に
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
し
か

ね
ず
、
さ
ら
に
は
社
会
保
障
制
度
の
劣
化
に
つ
な
が
る
労
働
法
制
の
改
悪
の
動

き
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
退
職
者
連
合
は
、
連
合
と
連
帯
し
て
こ
れ
ら
の
改

悪
の
動
き
を
阻
止
す
る
べ
く
、
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
の
導
入
　
議
論
は
じ
ま
る

　

厚
生
労
働
省
は
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
〇
月
か
ら
「
透
明
か
つ
公

正
な
労
働
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
等
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
（
以
下
、
『
検

討
会
』
と
い
う
。
）
」
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
の
間
、
多
様
な
個
別
労
働
紛
争
の

解
決
手
段
が
よ
り
有
効
に
活
用
さ
れ
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
論
議
を
行
っ
て

き
た
が
、
い
よ
い
よ
本
年
一
月
か
ら
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
の
在
り
方
の
検
討

が
始
ま
っ
た
。

　

こ
の
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
の
議
論
の
発
端
は
、
十
数
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
後
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
の
「
雇
用
調
整
」
「
リ
ス
ト

ラ
」
に
よ
る
解
雇
、
退
職
強
要
等
に
と
も
な
い
個
別
労
使
紛
争
が
増
大
し
た
こ

と
を
背
景
に
、
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
に
解
雇
権
濫
用
法
理
が
労
基
法
第

一
八
条
の
二
に
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
労
基
法
第
一
八
条
の
二
の
制
定
経
過
を
め

ぐ
っ
て
は
、
労
使
の
激
し
い
対
立
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
検
討
課
題
の
ひ
と

つ
が
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
、
労
使
か
ら
強

い
反
発
・
反
対
が
あ
り
、
改
正
法
案
要
綱
の
段
階
か
ら
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度

は
盛
り
込
ま
れ
ず
、
政
府
提
出
の
法
案
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
の
労
基
法
改
正
の
際
の
衆
・
参
両
院
の
厚
生
労
働
委

員
会
に
お
い
て
、
「
労
働
条
件
の
変
更
、
出
向
、
転
籍
な
ど
、
労
働
契
約
に
つ

い
て
包
括
的
な
法
律
を
策
定
す
る
た
め
、
…
…
法
令
上
の
措
置
を
含
め
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
と
い
う
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
、
労
働
契
約
法
制
定
に
む

け
た
立
法
作
業
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
九
月
に

提
出
さ
れ
た
「
今
後
の
労
働
契
約
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」
の
報
告

書
を
う
け
て
、
労
働
政
策
審
議
会
で
一
年
以
上
に
わ
た
り
労
働
時
間
法
制
と
と

も
に
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
を
含
む
労
働
契
約
法
制
が
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
審

議
も
難
航
を
極
め
、
結
果
と
し
て
、
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
に
つ
い
て
は
、
労

働
審
判
制
度
や
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き

検
討
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
当
時
の
労
働
契
約
法
案

の
中
に
は
盛
り
込
ま
な
い
と
い
う
結
論
に
い
た
っ
た
。

　

そ
の
後
し
ば
ら
く
動
き
が
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
六
月

に
な
っ
て
日
本
再
興
戦
略
や
規
制
改
革
実
施
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
の
を
受

け
、
今
回
の
検
討
会
が
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

金
銭
に
よ
る
不
当
な
退
職
強
要
や
安
易
な
解
雇
は
許
さ
れ
な
い

　

こ
の
検
討
会
は
労
使
を
含
め
た
二
二
名
で
構
成
さ
れ
、
連
合
か
ら
は
四
名
の

委
員
が
参
画
し
て
い
る
。
す
で
に
、
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
に
つ
い
て
は
、
本

年
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
五
回
の
検
討
会
に
お
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

三
月
三
日
の
検
討
会
で
は
、
二
〇
〇
三
年
や
二
〇
〇
五
年
に
導
入
が
検
討
さ

れ
た
際
の
仕
組
み
や
、
使
用
者
側
か
ら
の
申
し
立
て
も
含
め
、
解
雇
の
金
銭
解

決
制
度
の
四
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
た
。
労
働
者
側
が
問
題
と
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
金
銭
に
よ
る
不
当
な
退

職
強
要
や
安
易
な
解
雇
が
助
長
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

加
え
て
、
使
用
者
側
に
も
金
銭
解
決
の
申
し
立
て
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
危

惧
が
さ
ら
に
深
ま
る
の
は
尚
更
の
こ
と
だ
。
「
金
さ
え
払
え
ば
解
雇
で
き
る
」

と
い
う
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
使
用
者
に
与
え
る
と
し
て
強
い
批
判
を
浴
び
た

過
去
の
経
緯
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
後
の
検
討
会
で
の
議
論
の
行
方
は
予

断
を
許
さ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
総
力
を
結
集
し
て
『
解
雇
の
金
銭
解
決

制
度
』
導
入
に
強
く
反
対
し
よ
う
。

長
時
間
労
働
を
助
長
す
る
労
基
法
改
正
は
認
め
ら
れ
な
い

　

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
四
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
労
働
基
準
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
継
続
審
議
と
な
っ
て
い
る
。
法
案
は
「
長
時
間

労
働
を
抑
制
す
る
」
と
謳
っ
て
い
る
も
の
の
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

制
度
」
の
創
設
や
裁
量
労
働
制
の
対
象
業
務
拡
大
と
い
っ
た
長
時
間
労
働
を
助

長
す
る
た
い
へ
ん
問
題
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
行
制
度
で
も
、
労
働
基
準
法
上
の
管
理
監
督
者
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働

制
及
び
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
者
は
労
働
時
間
、
休
日
、
深
夜
の
割

増
賃
金
等
の
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
行
の
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制

は
制
約
が
多
く
、
利
用
す
る
企
業
も
少
な
い
。
今
回
の
法
案
で
は
、
企
画
業
務

型
裁
量
労
働
制
の
対
象
職
種
を
大
幅
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
高
度
の
専
門
的

知
識
等
を
有
す
る
労
働
者
で
あ
り
、
業
務
に
従
事
し
た
時
間
と
成
果
の
関
連
性

が
強
く
な
い
も
の
を
割
増
賃
金
等
の
適
用
除
外
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
対
象
と
な
る
労
働
者
は
労
働
時
間
に
関

す
る
基
本
的
か
つ
最
低
限
の
ル
ー
ル
の
保
護
さ
え
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
さ
ら

な
る
長
時
間
労
働
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
今
後
の
国

会
審
議
の
場
に
お
い
て
実
効
あ
る
長
時
間
労
働
抑
止
策
の
導
入
を
求
め
る
と
と

も
に
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
」
の
創
設
と
裁
量
労
働
制
の
対
象
業

務
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
の
取
り
組
み
強
化
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

社
会
保
障
の
劣
化
に
つ
な
が
る
労
働
法
制
の
改
悪
を
許
す
な

　

共
済
年
金
と
厚
生
年
金
を
統
合
す
る
被
用
者
年
金
一
元
化
法
（
以
下
、
『
一

元
化
法
』
と
い
う
。
）
が
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
〇
月
一
日
に
施
行
さ

れ
て
、
一
年
半
が
経
過
し
た
。
被
用
者
年
金
一
元
化
に
あ
た
っ
て
は
、
公
務
員

の
共
済
年
金
の
一
部
を
占
め
て
い
た
職
域
年
金
部
分
が
公
務
員
攻
撃
の
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
廃
止
に
い
た
り
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
年
金
払
い
退
職
給
付
が

創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
間
、
年
金
払
い
退
職
給
付
の
対
象
と
な
る
定
年
等
退
職
者
が
増
え
は
じ

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
以
下
に
年
金
払
い
退
職
給
付
制
度
の
理
解
を
深
め
る
た

め
に
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

年
金
制
度
の
安
定
よ
り
も
官
民
格
差
の
是
正
!?

　

な
ぜ
共
済
年
金
の
職
域
年
金
部
分
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ

年
金
払
い
退
職
給
付
が
二
〇
一
五
年
一
〇
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
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い
て
、
こ
の
間
の
経
緯
を
含
め
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

　

一
九
七
〇
年
代
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
に
右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
が
終

焉
し
た
こ
と
や
近
い
将
来
に
少
子
高
齢
化
社
会
の
到
来
等
が
見
え
始
め
た
こ
と

が
引
き
金
と
な
っ
て
、
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
に
公
的
年
金
制
度
の
大
き

な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
公
的
年
金
制
度
が
一
階

部
分
（
基
礎
年
金
）
、
二
階
部
分
（
報
酬
比
例
年
金
）
及
び
三
階
部
分
（
企
業

年
金
、
共
済
年
金
の
職
域
年
金
部
分
等
）
に
再
編
さ
れ
、
現
行
制
度
が
形
づ
く

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
も
、
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
や
保
険
料
の
引
き
上
げ
・
給
付
水

準
の
引
き
下
げ
等
が
行
わ
れ
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
は
そ
れ
ま
で
の

年
金
制
度
改
革
の
「
集
大
成
」
と
し
て
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
導
入
、
厚

生
年
金
の
保
険
料
水
準
を
一
八
・
三
〇
％
で
固
定
す
る
等
の
措
置
が
は
か
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
は
小
泉
政
権
が
推
し
進
め
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
公
的
年
金

制
度
の
改
革
に
お
い
て
は
制
度
の
安
定
性
を
担
保
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ

て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
一
元
化
法
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
小
泉
政
権
の
後
半
に
お
い
て
で

あ
る
。
公
務
員
バ
ッ
シ
ン
グ
が
吹
き
荒
れ
る
中
、
年
金
制
度
改
革
の
目
的
が
制

度
の
安
心
・
安
定
を
築
く
こ
と
か
ら
大
き
く
ね
じ
ま
げ
ら
れ
、
官
民
格
差
の
是

正
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
官
民
格
差
の
象
徴
と
し
て
追
加
費
用

と
共
済
年
金
の
職
域
年
金
部
分
が
や
り
玉
に
あ
が
り
、
そ
の
み
な
お
し
、
廃
止

が
被
用
者
年
金
一
元
化
の
目
玉
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
最

終
的
に
、
職
域
年
金
部
分
の
廃
止
は
や
む
な
し
と
な
っ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
と

し
て
民
間
企
業
の
企
業
年
金
に
相
当
す
る
年
金
払
い
退
職
給
付
を
創
設
す
る
こ

と
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
こ
の
間
の
大
雑
把
な
流
れ
で
あ
る
。

退
職
給
付
の
一
部
と
し
て
の
年
金
払
い
退
職
給
付

　

一
元
化
法
の
施
行
に
と
も
な
い
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
以
降
に
退
職
す
る
公

務
員
等
に
つ
い
て
は
、
①
基
礎
年
金
、
②
厚
生
年
金
、
③
二
〇
一
五
年
一
〇
月

以
前
の
加
入
期
間
に
対
応
す
る
旧
職
域
年
金
部
分
（
長
期
的
経
過
措
置
）
の
公

的
年
金
に
加
え
、
④
新
た
な
公
務
員
制
度
と
し
て
の
年
金
払
い
退
職
給
付
が
創

設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

年
金
払
い
退
職
給
付
は
退
職
給
付
の
一
部
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
も
の
で
、

「
退
職
年
金
」
「
公
務
障
害
年
金
」
「
公
務
遺
族
年
金
」
で
構
成
さ
れ
る
。

半
分
は
有
期
退
職
年
金
、
半
分
は
終
身
退
職
年
金

　

旧
職
域
年
金
部
分
は
す
べ
て
終
身
年
金
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
年
金
払
い
退

職
給
付
の
半
分
は
有
期
退
職
年
金
、
も
う
半
分
は
終
身
退
職
年
金
で
あ
る
。
原

則
、
六
五
歳
支
給
だ
が
、
六
〇
歳
か
ら
の
繰
り
上
げ
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

有
期
退
職
年
金
は
、
一
〇
年
又
は
二
〇
年
支
給
を
選
択
す
る
こ
と
と
な
る
（
一

時
金
の
選
択
も
可
）
。
本
人
死
亡
の
場
合
は
、
終
身
退
職
年
金
部
分
は
終
了
し
、

有
期
退
職
年
金
の
残
余
部
分
は
遺
族
に
一
時
金
と
し
て
支
給
す
る
。

　

保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
上
限
を
労
使
あ
わ
せ
て
一
・
五
％
と
し
（
労
使
折

半
）
、
法
律
で
明
記
し
て
い
る
。
因
み
に
、
制
度
発
足
後
か
ら
現
在
ま
で
の
掛

金
率
及
び
負
担
金
率
は
、
各
々
〇
・
七
五
％
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
標
準
的
な

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
（
標
準
報
酬
月
額
の
平
均
三
六
万
円
、
組
合
員
期
間
四
〇
年
間

な
ど
一
定
の
前
提
を
お
い
て
試
算
）
と
し
て
、
年
金
払
い
退
職
給
付
の
年
金
月

額
は
約
一
・
八
万
円
程
度
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

保
険
料
の
追
加
拠
出
リ
ス
ク
の
抑
制
が
課
題

　

廃
止
さ
れ
た
職
域
年
金
の
財
政
運
営
は
賦
課
方
式
だ
っ
た
が
、
年
金
払
い
退

職
給
付
は
積
立
方
式
と
な
っ
て
い
る
。
給
付
設
計
に
は
、
旧
職
域
年
金
部
分
が

確
定
給
付
型
だ
っ
た
の
に
対
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ラ
ン
ス
方
式
と
呼
ば
れ
る
国

債
利
回
り
等
に
連
動
す
る
形
で
給
付
水
準
を
決
め
る
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

慎
重
な
給
付
設
計
に
よ
り
い
か
に
制
度
を
安
定
さ
せ
る
か
、
す
な
わ
ち
保
険
料

の
追
加
拠
出
リ
ス
ク
を
ど
う
抑
制
す
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
年
金
額
試
算
の
例
示

　

平
成
二
七
年
一
〇
月
以
降
の
定
年
等
退
職
者
の
年
金
額
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
も
ら
う
た
め
に
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
試
算
例
を
紹
介
す

る
。

　
年
金
加
入
歴

◆
昭
和
三
二
年
一
一
月
三
〇
日
生
ま
れ
、
女
性
、
独
身
。

◆ 

大
学
卒
業
後
、
昭
和
五
八
年
四
月
に
市
役
所
入
庁
。
平
成
二
九
年
一
一

月
二
九
日
に
六
〇
歳
と
な
り
、
平
成
三
〇
年
に
定
年
退
職
。
再
任
用
は

希
望
し
な
い
。

　
年
金
デ
ー
タ

◆
入
庁
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
ま
で
の
平
均
給
料
月
額
及
び
加
入
期
間

…
…
二
十
八
万
円
（
二
四
〇
月
）

◆ 

平
成
一
五
年
四
月
か
ら
一
元
化
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
）
ま
で
の

平
均
給
料
月
額
及
び
加
入
期
間 

…
…
四
十
八
万
円
（
一
五
〇
月
）

◆ 

平
成
一
五
年
四
月
か
ら
退
職
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
）
ま
で
の
平

均
給
料
月
額
及
び
加
入
期
間 

…
…
四
十
六
万
円
（
一
八
〇
月
）

◆ 

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
退
職
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
）
ま

で
の
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額

　

標
準
報
酬
月
額 

…
…
三
十
二
万
円

　

六
月
と
十
二
月
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額 

…
…
四
十
八
万
円

◆
有
期
退
職
年
金
は
二
〇
年
を
選
択

　
年
金
額
の
算
定

◆
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金 
九
三
二
、
六
二
七
円

◆
経
過
的
職
域
加
算
額
（
退
職
共
済
年
金
） 
一
七
四
、
六
七
二
円

◆
年
金
払
い
退
職
給
付
（
退
職
年
金
）

　
　
　
　

終
身
退
職
年
金　
　
　

四
、
三
〇
〇
円
（
年
額
）

　
　
　
　

有
期
退
職
年
金　
　
　

四
、
九
〇
〇
円
（
年
額
）

出
所
：
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
「
退
職
等
年
金
給
付
の
し
く
み
」

（
平
成
二
八
年
七
月
発
行
）
を
も
と
に
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成
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自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
力
会
社
の
選
択
肢
は
増
え
つ
つ
あ
る

　

東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
事
故
か
ら
六
年
。
電
力
自
由
化
か
ら
一
年

た
っ
た
が
、
か
つ
て
地
域
独
占
だ
っ
た
大
手
電
力
会
社
か
ら
そ
れ
以
外
の
電
力

会
社
に
契
約
変
更
し
た
家
庭
は
一
七
年
一
月
で
約
三
〇
〇
万
世
帯
（
市
場
の

五
％
）
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
五
％
の
中
に
は
原
発
や
Ｃ
Ｏ
２
を
大
量
排
出
す
る

石
炭
由
来
の
発
電
事
業
者
か
ら
の
購
入
も
含
ま
れ
て
お
り
、
一
般
世
帯
の
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

し
か
し
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
力
会
社
は
、
今
ま
で
供
給
で
き
な
か
っ
た
地
域

で
も
電
力
販
売
の
態
勢
を
着
々
と
整
え
つ
つ
あ
り
、
消
費
者
の
選
択
肢
は
急
速

に
増
加
し
て
い
る
。

準
備
が
で
き
た
ら
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
電
力
会
社
を
選
択
し
よ
う

　

原
発
は
「
一
旦
事
故
が
起
き
れ
ば
広
範
囲
に
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
す
、
企

業
の
存
続
年
数
を
は
る
か
に
超
え
て
放
射
線
を
出
し
続
け
る
廃
棄
物
処
理
の
見

通
し
が
全
く
立
た
な
い
、
こ
れ
ら
の
処
理
費
用
を
算
入
す
れ
ば
資
本
主
義
の
論

理
で
は
存
続
で
き
な
い
」
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。
ま
た
、
Ｃ
Ｏ
２
を
大
量
排

出
す
る
石
炭
由
来
の
発
電
な
ど
は
地
球
の
気
候
変
動
を
引
き
起
こ
す
。
こ
れ
ら

に
依
存
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
変
え
る
た
め
の
最
も
近
い
道
は
、
消
費

者
で
あ
る
私
た
ち
が
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
電
力
会
社
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
を
目
指
す
電
力
会
社
は
ど
こ
に
？

　

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
を
目
指
す
電
力
会
社
を
探
す
方
法
は
多
様
だ
が
、
例

え
ば
信
頼
で
き
る
運
動
体
の
一
つ
で
あ
る
「
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

が
紹
介
す
る
二
二
社
（
一
七
年
三
月
時
点
）
な
ど
が
あ
る

　

具
体
的
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン  

http://pow
er-shift.org/choice

」
を
開
け
ば
種
々
の
情
報
と
と
も
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
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